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第 24回自治体システム等標準化検討会 

 

日 時：令和６年 5月 31日(金)  

場 所：オンライン開催 

出席者（敬称略）： 

 

（座長） 
庄司 昌彦  武蔵大学社会学部教授 
（分科会長） 
後藤 省二  株式会社地域情報化研究所代表取締役社長 
（構成員） 
水島 聡史  神戸市地域協働局住民課係長 
木野内 誠  筑西市企画部情報システム課課長補佐 
中嶋 健裕  前橋市未来創造部参事兼情報政策課長 
摩尼  真  町田市政策経営部デジタル戦略室担当課長 
高橋  登  日野市企画部参事兼情報政策課長 
森  圭子  藤沢市市民自治部市民窓口センター長補佐 
澁木 隆行  三条市ＤＸ推進課ＤＸ推進係係長  
相澤 修一  出雲崎町町民課長 
熊谷 和泉  飯田市市民協働環境部市民課住民記録係長 
河合 明人  倉敷市市民課主幹兼デジタルガバメント推進室主幹 
津留  薫  久留米市市民文化部市民課課長補佐 
吉田 明央  京都府町村会企画振興課長 
鈴木 健一  全国知事会調査第一部長 
副島伸太朗  全国市長会行政部主事（代理出席） 
前田 達弥  全国町村会行政部参事（代理出席） 
押田 格    住民基本台帳ネットワークシステム全国センター 

システム部課長（代理出席） 
佐藤 勝己  地方公共団体情報システム機構 

ICTイノベーションセンター副センター長 
吉田  稔  地方公共団体情報システム機構構 

被災者支援システム全国サポートセンター長 
池端 桃子  デジタル庁地方業務標準化エキスパート（代理出席） 
三木 浩平  総務省デジタル統括アドバイザー 

植田 昌也  総務省自治行政局住民制度課長 

名越 一郎  総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室長 

小牧 兼太郎 総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長 

君塚 明宏  総務省自治行政局地域ＤＸ推進室長 

日上 俊祐  総務省情報流通行政局地域通信振興課課長補佐（代理出席） 
小川 久仁子 総務省サイバーセキュリティ統括官付参事官（総括担当） 

（準構成員） 

杉  優一  株式会社 RKKCS 企画開発本部 チーフ（代理出席） 

上田 公子  Gcomホールディングス株式会社第１製品開発部長 

新谷 則之  株式会社 TKCユーザ・インターフェイス第一設計部  

住民情報システム設計グループ課長 
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山崎 高広  株式会社電算開発本部ソリューション 1部 

藤野 正則  日本電気株式会社社会公共ソリューション開発部門 

住民情報システム開発統括部 住民情報グループ 

プロフェッショナル 

青木 弘明  株式会社日立システムズ公共・社会事業グループ 

公共情報サービス第一事業部公共パッケージ開発第一本部 

ＡＤＷＯＲＬＤ強化センタ センタ長 

大村 周久 富士通 Japan株式会社ソリューション開発本部 

社会保障・フロントソリューション事業部 

シニアディレクター 

 

 

 

【議事】 

１．住民記録システム標準仕様書、印鑑登録システム標準仕様書及び戸籍附票シス

テム標準仕様書における旧氏の振り仮名対応等に係る想定について 

２. その他 

 

【概要】 

１．事務局より、資料１「氏名の振り仮名法制化に伴う住民記録・印鑑登録・戸

籍附票システム標準仕様書の検討」を用いて、旧字・旧氏の振り仮名等の追加

の概要、住民票等への旧氏の振り仮名の記載に向けたスケジュール(案)、住民

記録システム・戸籍附票システム標準仕様書の主な変更内容及び旧氏・旧氏の

振り仮名対応に係る標準仕様書改定に向けたスケジュール等の説明を実施。 

 

○資料１「氏名の振り仮名法制化に伴う住民記録・印鑑登録・戸籍附票システム

標準仕様書の検討」の９ページ「項番 1.1.18振り仮名・フリガナ」について、

対応方針に「旧氏の振り仮名については、御認識のとおり、旧氏の戸籍の本籍

地から連携されるものではなく、本人の請求に基づいて住民票に記載するこ

とになる。」と記載があることから、制度上、戸籍における振り仮名と本人が

申し出た旧氏の振り仮名が異なる事例が生じ得るとの認識で相違ないか。 

→ご認識のとおり、除籍となった時点において氏の振り仮名が記載されていな

い場合は、本人の請求に基づいて旧氏の振り仮名が記載されることから、従前

戸籍の氏の振り仮名と住民票における旧氏の振り仮名が異なる場合が起こり

得る。 

→制度上の扱いについて、家族又は血縁関係を証明する際に双方の振り仮名が

異なったとしても制度上問題はないのか。 
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→本則として、住民票に旧氏の振り仮名を記載する場合に、当該氏の振り仮名に

ついて従前戸籍の除籍時点で記載されている場合は当該氏の振り仮名を住民

票に記載するため、一致することになる。本人が除籍となった時点で従前戸籍

において氏の振り仮名が記載されていない場合で、その後、親が当該戸籍に氏

の振り仮名を記載した場合に、住民票の旧氏を本人からの請求に基づいて記

載した場合に不一致するということは起こり得るが、それはあくまでも本人

の除籍に対する不一致ではないと理解している。 

 

○「なお、旧氏の振り仮名の請求があった場合、請求に基づいて記載することに

なるが、この際、一般の読み方であること等の確認を要することから、必ずし

も請求があったものがそのまま記載されるとは限らない。」と記載があるが具

体的にどういった事務を想定しているか。 

→資料１「氏名の振り仮名法制化に伴う住民記録・印鑑登録・戸籍附票システム

標準仕様書の検討」の P3に記載のとおり、旧氏についても戸籍の振り仮名と

同様の考え方を前提とし、「読み方は氏名として用いられる文字の読み方とし

て一般に認められているもの（一般の読み方）でなければならない。」という

記載ルールに基づいて対応方針を定めている。例えば、「佐藤」と漢字で記載

されている旧氏の振り仮名を「スズキ」で請求された場合に記載することは認

められないものとしている。 

 

○「また、当該期間に請求がなかった場合、住民票で便宜的に保有する旧氏のフ

リガナを参考に、通知した振り仮名を記載することとなる。」の記載について、

住民票で便宜的に保有するというのは、旧氏の振り仮名を自治体が勝手に記

載することはないと想定するため、転入時に本人が請求した旧氏の振り仮名

を住民記録システムにて管理することから、本人の申出が公証される認識で

相違ないか。 

→相違ない。 

 

○振り仮名の届出及び旧氏の請求において、住民記録システムとは別に、国で全

国的な申請システムを用意し、当該申請システムにて請求された旧氏の振り

仮名を管理する運用、住民記録システムにて便宜的に管理している旧氏の振

り仮名と届出された振り仮名を管理する運用のいずれを想定しているか。後

者の場合、電子媒体による届出と紙媒体による届出等、いずれを想定している

か。 

→後者を想定している。申請から受付までを電子的に処理するというところは

今回想定していない。 

 

 



4 

 

○電子的に処理する運用は国として許容するか。仮に許容する場合、住民記録シ

ステムの標準オプション機能として、実装することとなるか。一時的に未承認

の振り仮名を保持することになるが、どのような運用を想定しているか。 

→標準準拠システムの仕様としては、窓口で受け付けて請求された旧氏の振り

仮名を住民記録システムに入力するという形で設定しているが、外付けで、も

しそういったことをやるということについては、特段規定はしていないが、全

国的な標準仕様書としては、そちらは規定していない。なお、請求のあった振

り仮名についてはフラグで管理する。便宜上持っている振り仮名にはフラグ

を立てず、公証された振り仮名にはフラグを立てる運用。 

 

○旧氏・旧氏の振り仮名対応に係る標準仕様書改定に向けたスケジュールにつ

いて、今後タイトな運用が想定されることから、政令等の正式な確定を待たず、

案が出来たところで具体的に仕様についても検討を進めて行く方針として整

理いただいている認識である。従来は、制度改正の内容が確定するまで具体的

にシステムの仕様化の検討、あるいは具体的な運用を含めて現場の自治体も、

あるいはベンダも正式に着手をしない状況であり、結果として運用やシステ

ムへのはねかえりになっていたと考える。住民記録システムに限らず、他の仕

様書についても同様の検討方針で進められると良い。また、検討方針を変更す

る場合、情報発信の方法については留意されたい。 

→承知した。今後は制度改正とシステムの改修は強く連動していくことが予想

されるので、連携してしっかり取り組んでいきたい。 

 

 

○補助金関係の取り扱いについて、複数年度に跨って取り扱われるものである

ことから、担当者変更による誤認が生じないよう丁寧にアナウンスいただき

たい。 

→承知した。検討の経緯も含めてしっかり周知していきたい。 

 

○標準仕様の改定に伴い住民記録システムから他システムへデータ連携がある

ため、住民記録システム以外のシステムへの影響も考慮したうえで検討を進

めてほしい。 

→承知した。デジタル庁と連携し、他の業務システムに関連し得るデータ要件・

連携要件についても想定案という形で作っており、関係省庁とともに、他シス

テムへの影響も踏まえた適切な対応を進めていきたい。 

 

２. その他 

○今後の会議のテーマとして、回線も含めガバメントクラウドの最新の情報共

有をお願いしたい。 
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→デジタル庁内の担当者に共有する。 

→次回の議題を設定する際に事務局と相談する。 

 

○本議題にかかる議論は以上とする。本検討会にていただいた意見は、会長・座

長・事務局で整理し、標準仕様書等を適宜修文して、公表させていただきたい。  

→異論なし。 

→本日の検討会の結果を踏まえ、本日中に公表する予定である。 

 

以上 


